
 

（別紙 1-A）業務フロー 

 



業務フロー一覧（41フロー） 

※ 「生活保護共通」は、業務フロー無し。

業務 事務レベル１ 頁番号

1.1. 面接相談
1.2. 保護の開始申請受付及び訪問調査
1.3. 検診命令
1.4. 29条調査（金融機関調査）
1.5. 29条調査（金融機関以外の関係機関調査）
1.6. 扶養能力調査
1.7. 保護開始の要否判定及び処分
1.8. 保護変更
1.9. 進学準備給付金
1.10. 保護停止・廃止
1.11. 就労自立給付金
2.1. 訪問管理
2.2. 課税調査
2.3. 就労・自立支援
2.4. 査察指導
3.1. 医療券・調剤券の交付
3.2. 治療材料券の交付
3.3. 施術券の交付
3.4. 移送の給付申請
3.5. 病状調査及び指導
3.6. 指定医療機関等の指定
3.7. 医療レセプト審査・支払
4.1. 介護券の交付（介護保険制度適用）
4.2. 介護券の交付（介護保険制度適用外）
4.3. 福祉用具等、住宅改修等の給付申請
4.4. 介護扶助指定介護機関の指定
4.5. 介護レセプト審査・支払
5.1. 定例支給（追加支給を含む）
5.2. 随時支給
5.3. 代理納付
5.4. 保護施設払
5.5. 業者払
5.6. 戻入
5.7. 経理状況報告
6.1. 返還金・債権登録
6.2. 返還方法の変更
6.3. 収納
6.4. 督促・催告
6.5. 不納欠損
6.6. 過年度戻入振替・繰越調定

7. 統計 7.1. 厚生労働省への報告 85

事務レベル２

生活保護 1. 生活保護申請・決定（変更等含む） 1

2. ケースワーク 25

3. 医療扶助 31

4. 介護扶助 52

5. 経理 64

6. 返還金・債権管理 74



業務区分 生活保護
業務フロー 面接相談

業務分類 生活保護申請・ 決定（ 変更等含む）

住民

自治体 職員

Yes

No

生活保護の相談か

受付 照会 面接

throw 1

生活保護システム

住民記録システム

訪問
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業務区分 生活保護
業務分類 生活保護申請・ 決定（ 変更等含む）

業務フロー 面接相談

住民

自治体 職員

申請書を渡す
申請の意思がある

申請者

Yes

No

catch 1

相談内容登録

生活保護システム

住民記録システム

申請書の作成

・保護申請書

・収入申告書

・葬祭扶助申請書

等

生活保護システム

throw 2

・申請書
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面接相談
業務分類 生活保護申請・ 決定（ 変更等含む）
業務区分 生活保護

業務フロー

住民

職員自治体

catch 2

面接記録票

の作成

・面接記録票

記録表保管

生活保護システム 生活保護システム

供覧・決裁

3 / 85



業務分類 生活保護申請・ 決定（ 変更等含む）
業務区分 生活保護

業務フロー 保護の開始申請受付及び訪問調査

住民

自治体 職員

住登外登録が必要か

Yes

No

医
療
機
関

等

throw 1

送付・電話連絡

生活保護システム生活保護システム住民記録システム

・申請書

・その他必要書類

・救急搬送票

受理

住登外の登録

申請情報の登録
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業務フロー 保護の開始申請受付及び訪問調査
業務分類 生活保護申請・ 決定（ 変更等含む）
業務区分 生活保護

住民

自治体 職員

catch 1

申請者の状況にあわ

せて実施必須となる

後続プロセスは異な

ることに留意

検診命令

29条調査（金融機関調

査）

29条調査（金融機関以

外の関係機関調査）

扶養能力調査

保護開始の要否判定及

び処分

・ケース記録票

生活保護システム生活保護システム

他法活用確認・確

認結果の登録

初回訪問
初回訪問

結果登録
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検診命令
業務分類 生活保護申請・ 決定（ 変更等含む）

住民

自治体 職員

業務区分 生活保護
業務フロー

検診命令等の

交付

検診命令等の

作成

・検診命令書発行伺い

・検診命令書

・検診依頼書

・検診書

・検診請求書

生活保護システム

決裁

• 「検診命令書」は、要（被）保護者に交付し、

必要に応じて写しを医療機関に対して送付

• 「検診命令依頼書」「検診請求書」「検診書」

については、要（被）保護者へ交付もしくは、

医療機関へ直接送付する。

医
療
機
関
等

生活保護システム

検診書等の受領 検診結果の登録

・検診命令書

・検診命令依頼書

・検診書（未記入）

・検診請求書（未記入）

・検診命令依頼書

・検診書

・検診請求書

・検診命令依頼書

・検診書（未記入）

・検診請求書（未記入）

・検診書

・検診請求書

生活保護システム

• 検診結果を基に保護の開始、変更に係る要否判

定を行う。（この場合、「保護開始の要否判定及

び処分」または「保護変更」のフローに進む）

• 受領した検診請求書を基に支払を行う。（この場

合、「業者払」のフローに進む）
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業務区分 生活保護
業務フロー 29条調査（ 金融機関調査）

業務分類 生活保護申請・ 決定（ 変更等含む）

住民

自治体 職員

金
融
機
関

(

本
店)

金融機関

本店調査

Yes

No

・29条調査書発行伺い

・29条調査依頼書（銀行本店一括）

・29条調査回答書（銀行本店一括）

・29条調査依頼書（銀行本店一括）

・29条調査回答書（銀行本店一括）

・29条調査回答書（銀行本店一括）

throw 1

throw 2

生活保護システム 生活保護システム 生活保護システム

調査先

情報登録
調査票作成 決裁 依頼書送付 回答受領
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業務区分 生活保護
業務分類 生活保護申請・ 決定（ 変更等含む）

業務フロー 29条調査（ 金融機関調査）

住民

自治体 職員

支店・その他金融機関

調査が必要

Yes

No

・29条調査書発行伺い

・29条調査依頼書（共通）

・29条調査回答書（銀行支店・その他金融）

生活保護システム 生活保護システム 生活保護システム 生活保護システム

catch 1

catch 2

throw 3

throw 4

回答状況登録 調査先機関

情報登録(銀行支

店・その他金融)

調査票作成(銀行支

店・その他金融)

決裁

(銀行支店・その

他金融)
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29条調査（ 金融機関調査）
業務分類 生活保護申請・ 決定（ 変更等含む）
業務区分 生活保護

業務フロー

住民

職員自治体

・29条調査依頼書（共通）

・29条調査回答書（銀行支店・その他金融）

・29条調査回答書（銀行支店・その他金融）

金
融
機
関

(

銀
行
支

店
・

そ
の
他
金

生活保護システム

catch 3

catch 4

依頼書送付(銀行支

店・その他金融)
回答受領(銀行支

店・その他金融)
回答状況登録(銀行

支店・その他金融)
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29条調査（ 金融機関以外の関係機関調査）
業務分類 生活保護申請・ 決定（ 変更等含む）

住民

自治体 職員

業務区分 生活保護
業務フロー

生
命
保
険
会
社

運
輸
支
局
等

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク

年
金
事
務
所

他
課
・
他
部
局

管
轄
外
自
治
体

生活保護システム

・29条調査依頼書（共通）

・29条調査回答書（年金）

・29条調査回答書（固定資産）

・29条調査依頼書（生命保険一括）

・29条調査回答書（生命保険一括）

・29条調査依頼書（その他）

・29条調査回答書（その他）

等

生活保護システムマイナンバーシステム生活保護システム生活保護システム

・29条調査書発行伺い

・29条調査依頼書（共通）

・29条調査回答書（年金）

・29条調査回答書（固定資産）

・29条調査依頼書（生命保険一括）

・29条調査回答書（生命保険一括）

・29条調査依頼書（その他）

・29条調査回答書（その他）

等

・29条調査回答書（年金）

・29条調査回答書（固定資産）

・29条調査回答書（生命保険一括）

・29条調査回答書（その他）

等

調査先

情報登録
調査票作成 決裁 マイナンバー照会

依頼書送付 回答受領

回答状況登録
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住民

自治体 職員

業務分類 生活保護申請・ 決定（ 変更等含む）
業務区分 生活保護

業務フロー 扶養能力調査

Yes

No

戸籍調査が

必要か

生活保護システム 生活保護システム

・戸籍謄本等

発行依頼書

他
自
治
体

・戸籍謄本

生活保護システム

・戸籍謄本等発

行依頼書発行

伺い

・戸籍謄本等発

行依頼書

throw １

申告等 聞き取り等

扶養義務者の

存否確認

戸籍調査依頼書

等の作成

決裁 依頼書送付 受領

扶養義務者の

登録

扶養の可能性

調査
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住民

自治体 職員

業務フロー 扶養能力調査
業務分類 生活保護申請・ 決定（ 変更等含む）
業務区分 生活保護

catch １

生活保護システム 生活保護システム

・扶養義務調査

依頼書発行伺

・扶養義務調査

依頼書

・扶養届書

等

生活保護システム

扶養能力調査

が必要か

調査方法は

No

Yes

扶養照会

(書面)

扶養照会

(実地)

関係先調査

関
係
機
関
等

生活保護システム

回答がないときは、その者の居住地を所

管する保護の実施機関に書面をもって調

査依頼を行うか、又はその居住地の市町

村長に照会する。

重点的扶養能力調査対象者

以外の場合は電話でも可。

生活保護システム

・扶養義務者台帳

・扶養義務

調査依頼書

・扶養届書
・扶養届書(記入済)

照会

調査方法の

決定
扶養能力調査

依頼書等の作成
決裁

依頼書送付 受領

訪問調査

関係先調査

調査結果登録 扶養義務者台帳

等の作成
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業務区分 生活保護
業務フロー 保護開始の要否判定及び処分

業務分類 生活保護申請・ 決定（ 変更等含む）

住民

自治体 職員

保護開始か

Yes

No

要否判定資料の

作成

要否判定

所内会議
保護決定処理 保護決定調書等

の作成

・保護決定調書

・ケース記録票

・保護台帳

等

・保護申請却

下決定調書

・ケース記録

票

保護却下処理 保護却下決定調

書等の作成

生活保護システム 生活保護システム 生活保護システム 生活保護システム 生活保護システム

throw 1

介護保険システム 住民記録システム 国民健康保険システム 個人住民税システム

・要否判定書

・要否判定調書

・システム間の連携を行う場合は、後段の

フローで記載される異動連絡票送付もフ

ローとして削除され、関連する帳票も削除

される可能性もあることに留意。

生活保護システム

決裁保護の要否及び

程度の決定

生活保護システム

決裁

throw 2
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業務区分 生活保護
業務分類 生活保護申請・ 決定（ 変更等含む）

業務フロー 保護開始の要否判定及び処分

住民

自治体 職員

随時払がある

Yes

No

関
連
部
署

(

税
・
国
保

介
護
等)

生活保護システム

異動連絡票送付
保護決定

通知書の送付

・生活保護開始・廃止等連絡票

・保護開始決定通知書

catch 1

throw 4

throw 3

随時支給

定例支給

（追加支給を含む）

保護決定通知書

等の作成

生活保護システム

保護却下通知書

等の作成

・保護決定通知書

・生活保護開始・廃止等連絡票

・民生委員通知書

・医療機関連絡票

・介護機関連絡票

・保護申請却下通知書

・境界層該当証明書

・連絡票

（民生委員用保護申請却下通知

書）

等

catch 2
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保護開始の要否判定及び処分
業務分類 生活保護申請・ 決定（ 変更等含む）
業務区分 生活保護

業務フロー

住民

職員自治体

民
生
委
員

学
校

教
育
委
員

会

catch 4

catch 3

関係各所へ

通知書の送付

保護申請

却下通知書の

送付

・境界層該当証明書 ・生活保護開始・廃止等連絡票

・民生委員通知書

・境界層該当証明書

関
連
部
署

(

介
護
保
険

課)

• 「境界層該当証明書」については、

住民へ交付もしくは、関連部署へ

直接送付する。

・境界層該当証明書

・保護申請却下通知書

No

境界層該当か

Yes

・システム連携により、教育委員会が被保護者情報を取

得できるようになった場合、送付先から削除される可能

性もある点に留意。
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住民

自治体 職員

業務分類 生活保護申請・ 決定（ 変更等含む）
業務区分 生活保護

業務フロー 保護変更

・保護申請書

・収入申告書

生活保護システム

・連絡書類

・保護申請書

・収入申告書

医
療
機
関
等

・保護申請書

・収入申告書

情報連携による調査

依頼書送付 受領保護申請書等の

作成

訪問調査等 他法活用確認・

確認結果の登録
throw 1

生活保護システム

他法活用

点検対象者の

抽出

生活保護システム

障害者福祉システム

保護停止・廃止か

Yes

No

送付・来所

保護停止・

廃止

他法活用

結果集計

生活保護システム

他法活用可否の確認結果の登録も含む。
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住民

自治体 職員

業務フロー 保護変更
業務分類 生活保護申請・ 決定（ 変更等含む）
業務区分 生活保護

・保護決定調書

・生活扶助基準額計算根拠調書

・保護台帳

・査察指導台帳

・生活保護開始・廃止等連絡票

・ケース記録票

等

生活保護システム

随時払が必要か

Yes

No

・保護決定通知書

・過払金収入充当通知書

・民生委員通知書

・生活保護開始・

廃止等連絡票

等

民
生
委
員
等

・最低生活費または収入充当額の認定を変更すべき事由が事後において明らかとなり返納額が発生した場

合に、次回支給月以後の収入充当額として変更決定する場合又は現金で返還いただく場合を含む。

・収入未申告等による不正受給の事実が確認できた時は、速やかに組織として不正受給であることの判断や

今後の処分等について検討し、おおむね１箇月以内をめどに法第78条の決定を行う。（この場合、「返還金・

債権登録」のフローに進む。不正受給ではないと認められる場合は、「戻入」のフローに進む。）

・冬季加算、期末一時扶助、基準改定等による保護変更の登録も含む。

変更登録

生活保護システム

catch 1

決裁保護決定調書等

の作成

生活保護システム

保護決定通知書

等の作成

生活保護システム

・保護変更決定通知書

・民生委員通知書

等

保護決定通知書

送付

関係各課へ

連携

・随時払が必要かどうかの決裁も含

む。

随時支給

定例支給
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住民

自治体 職員

業務分類 生活保護申請・ 決定（ 変更等含む）
業務区分 生活保護

業務フロー 進学・ 就職準備給付金

申請書送付申請書の作成

・進学・就職準備給付金申請書

生活保護システム

申請情報の登録

生活保護システム

申請書の受領

・進学・就職準備給付金申請書 ・進学・就職準備給付金申請書

throw 1

生活保護システム

進学・就職準備給

付金の決定登録

マイナンバーシステム

他自治体での

受給歴があるか

Yes

No

マイナンバー

照会
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住民

自治体 職員

業務フロー 進学・ 就職準備給付金
業務分類 生活保護申請・ 決定（ 変更等含む）
業務区分 生活保護

決定調書の作成

・進学・就職準備給付金決定調書

生活保護システム

決定通知送付決定通知の作成

・進学・就職準備給付金支給（不支給）決定通知書

生活保護システム

・進学・就職準備給付金支給（不支給）決定通知書

catch 1

決裁

生活保護システム

随時支給

定例支給

(追加支給を含む)
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自治体 職員

住民

業務区分 生活保護
業務フロー 保護停止・ 廃止

業務分類 生活保護申請・ 決定（ 変更等含む）

医
療
機
関
等

・連絡書類

保護停止

生活保護システム

送付または来所

※被保護者から辞退の申し出があった場合は、真意を丁寧に確認する

・保護決定調書

・ケース記録票

・生活扶助基準額計算根拠調書

被保護者の死亡等の連絡

被保護者の失踪

等の把握を含む

生活保護システム

保護廃止

保護継続

throw 1

throw 2

訪問調査等
廃止要否判定

所内会議

・届出書

・その他書類

保護停止登録
保護停止

調書等の作成
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自治体 職員

住民

業務区分 生活保護
業務分類 生活保護申請・ 決定（ 変更等含む）

業務フロー 保護停止・ 廃止

関
連
部
署

(

税
・
国
保

介
護
等)

・生活保護開始・廃止等連絡票

・保護決定調書

・ケース記録票

・生活扶助基準額計算根拠調書

生活保護システム 生活保護システム生活保護システム

catch 1

catch 2

throw 3

生活保護システム

・保護廃止（停止）通知書

・生活保護開始・廃止等連絡票

・民生委員通知書

・医療機関連絡票

・介護機関連絡票

生活保護システム

・境界層該当証明書

・保護廃止（停止）通知書

・生活保護開始・廃止等連絡票

・民生委員通知書

・医療機関連絡票

・介護機関連絡票

・就労自立給付金申請書

保護廃止登録
保護廃止

調書等の作成

決裁 保護停止決定

通知書等の作成

保護廃止決定

通知書等の作成

異動連絡票送付
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職員自治体

生活保護
業務フロー

住民

保護停止・ 廃止
業務分類 生活保護申請・ 決定（ 変更等含む）
業務区分

Yes

No

保護停止か

民
生
委
員

学
校

教
育
委
員

会

・民生委員連絡票

・被保護世帯児童生徒連絡票

・境界層該当証明書

保護廃止か

Yes

No

随時払がある

Yes

No

・保護廃止（停止）通知

書

・境界層該当証明書

関
連
部
署

(

介
護
保
険

課)

• 「境界層該当証明書」について

は、住民へ交付もしくは、関連

部署へ直接送付する。

・境界層該当証明書

・保護廃止（停止）通知

書

境界層該当か

Yes

No

随時支給

定例支給

（追加支給を含む）

就労自立給付金

catch 3

保護停止関連

通知書送付

保護廃止関連

通知書送付

関係各所へ

通知書の送付
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業務分類 生活保護申請・ 決定（ 変更等含む）
業務区分 生活保護

業務フロー 就労自立給付金

住民

自治体 職員
就労自立給付金

の決定登録

決裁

・就労自立給付金申請書

生活保護システム 生活保護システム

就労自立

給付金決定

調書の作成

マイナンバー

照会

他自治体での

受給歴があるか

給付金の支給を受けた日から３年を経過しな

い被保護者については、保護を必要としなく

なったと認められた場合であっても、支給しな

いこととされていることから、支給要否の判断

を行う。

マイナンバーシステム

送付または来所

・就労自立給付金

決定調書

生活保護システム

throw 1Yes

No

生活保護システム

申請書の受領
申請情報の

登録
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業務フロー 就労自立給付金
業務分類 生活保護申請・ 決定（ 変更等含む）
業務区分 生活保護

住民

自治体 職員

・就労自立給付

金決定通知書

生活保護システム

・就労自立給付金決定通知書

catch 1

随時支給

定例支給

（追加支給を含む）

就労自立

給付金決定

通知書の作成

就労自立

給付金決定

通知書の送
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業務分類 ケースワーク
業務区分 生活保護

業務フロー 訪問管理

住民

自治体 職員 ケース診断会議・

援助方針検討

訪問訪問計画の

策定

訪問実績の登録

throw 1

catch 3 catch 2

生活保護システム 生活保護システム

訪問計画表の

作成

生活保護システム

・年間訪問計画表

・月間訪問計画表

・ケース訪問計画表

訪問を実施のうえ、ケース診断会議を実施した結果、以下のような判断がされた場合は、該当する事務を実施す

る。

・法第28条第5項又は法第62条第3項に基づき保護の停止又は廃止と判断（この場合、「保護停止・廃止」のフロー

に進む）

・法第63条適用または、第78条適用と判断（この場合、「戻入」または「返還金・債権登録」フローに進む）
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業務フロー 訪問管理
業務分類 ケースワーク
業務区分 生活保護

住民

自治体 職員 必要書類の

作成

決裁

catch 1

throw 2 throw 3

訪問計画の見直し、

再訪問が必要か

No

Yes

ケース診断会議

の実施、援助方

針の見直しが必

要か No

Yes

・ケース記録票

生活保護システム 生活保護システム

所内面接、電話連絡の結果を踏

まえケース診断会議等を実施す

るケースも存在する。
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課税調査
業務分類 生活保護申請・ 決定（ 変更等含む）

住民

自治体 職員

業務区分 生活保護
業務フロー

課税情報の

取り込み

生活保護システム

個人住民税システム

・調査の結果、未申告の収入が判明した場合は、まず当該世帯がそ

の収入を継続して得ているか否かについて速やかに確認する。

・確認の結果、現在も継続して収入があることが判明した場合には

「保護変更」のフローに進む。ただし、３ヵ月より前の過支給が判明し

た場合は、「返還金・債券登録」のフローに進む。

・不一致の場合は、必要に応じて再調査を行う。

突合結果の確認

生活保護システム

マイナンバー

照会

マイナンバーシステム

自治体内で課税情報

を保有しているか Yes

No
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業務分類 ケースワーク
業務区分 生活保護

業務フロー 就労・ 自立支援

住民

自治体 職員

就労・自立支援

実績登録

生活保護システム

throw 1

生活保護システム

援助対象者登録

生活保護システム

アセスメント

結果登録

訪問管理

・ケース記録票

生活保護システム

帳票作成

・求職活動状況・収入申告

書

・収入申告書（保護継続中・

月額給与記載用）

・収入申告書（保護継続中・

日額給与記載用）

・個人票A

・稼働能力判定票

・支援対象ケース検討票

・被保護者就労準備支援

シート【計画書】

生活保護システム

就労・自立支援

プログラム登録

支援実施

就労・自立支援

援助対象者選定
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業務フロー 就労・ 自立支援
業務分類 ケースワーク
業務区分 生活保護

住民

自治体 職員

catch 1

就労準備支援

シート等の作成

生活保護システム

・就労・求職状況管理台帳

・被保護者就労準備支援

シート【評価書】

就労・求職活動

登録

生活保護システム

対象者は

就職活動中か

No

Yes 保護変更

対象者は

就職済か

N

Yes

支援実績報告書

作成

生活保護システム

・支援状況記録票

・支援状況報告書

・求職活動状況・収入申告

書

受理
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査察指導
業務分類 ケースワーク

住民

自治体 職員

業務区分 生活保護
業務フロー

査察指導情報

登録

結果登録 査察指導状況

確認

生活保護システム 生活保護システム 生活保護システム

査察指導台帳

作成

生活保護システム

・査察指導台帳

結果登録後

帳票作成

生活保護システム

・査察指導台帳

・訪問計画兼指導指示確認票

指導実施

生活保護システム
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自治体 職員

住民

業務分類 医療扶助
業務区分 生活保護

業務フロー 医療券・ 調剤券の交付

訪
問
看
護
事
業
者

医
療
機
関

連絡

・保護変更申請書

(傷病届）様式第12号

・保護変更申請書

継続中の

医療扶助に

関する対応

Yes

No

生活保護システム

throw 1

連絡

・保護変更申請書

(傷病届）様式第12号

・保護変更申請書

(傷病届）様式第17号

生活保護システム

・保護変更申請書

(傷病届）様式第12号

・保護変更申請書

保護変更申請書

（傷病届）の作成
手交・送付 受領 対象医療機関

の指定の確認
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自治体 職員

住民

業務分類 医療扶助
業務フロー 医療券・ 調剤券の交付

生活保護業務区分

catch 1

生活保護システム

・医療要否意見書

・精神疾患入院要否意見書

・生活保護法給付券要否意

見書受領書

等

訪
問
看
護
事
業
者

医
療
機
関

・医療要否意見書

・精神疾患入院要否意見書

・生活保護法給付券要否意

見書受領書

等

・医療要否意見書

・精神疾患入院要否意見書

・生活保護法給付券要否意

見書受領書

等

・医療要否意見書

・精神疾患入院要否意見書

・生活保護法給付券要否意見

書受領書

等

・医療要否意見書

・精神疾患入院要否意見書

・生活保護法給付券要否意見

書受領書

等

医療要否意見書

発行不要

Yes

No

throw 2

生活保護システム

・医療要否意見書

・精神疾患入院要否意見書

・生活保護法給付券要否意見

書受領書

等

・医療要否意見書

・精神疾患入院要否意見書

・生活保護法給付券要否意見

書受領書

等

記載済 記載済

住民に

渡す

・医療要否意見書

・精神疾患入院要否意見書

・生活保護法給付券要否意

見書受領書

等

記載済

記載済

Yes

No

catch 5

このフローの場合

は、福祉事務所ま

たは町村において

手続きを行う。

要否意見書作成
要否意見書

回答登録
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自治体 職員

住民

業務分類 医療扶助
業務区分 生活保護

業務フロー 医療券・ 調剤券の交付

catch 2

診療依頼書

の発行
Yes

No

生活保護システム

・生活保護法医療券・

調剤券

・医療券連名簿（連名

医療券）

・調剤券連名簿（連名

調剤券）

・訪問看護に係る利

用料請求書

・医療券受領書

・調剤券受領書

・生活保護法給付券

受領書

等

生活保護システム

・診療依頼書

（入院外）

訪
問
看
護
事
業
者

医
療
機
関

・診療依頼書（入院外）

・生活保護法医療券・調剤券

・医療券連名簿（連名医療券）

・調剤券連名簿（連名調剤券）

・訪問看護に係る利用料請求書

・医療券受領書

・調剤券受領書

・生活保護法給付券受領書

等

・生活保護法医療券・調剤券

・医療券連名簿（連名医療券）

・調剤券連名簿（連名調剤券）

・訪問看護に係る利用料請求書

・医療券受領書

・調剤券受領書

・生活保護法給付券受領書

等

・医療券受領書

・調剤券受領書

・生活保護法給付券受領書

・医療券受領書

・調剤券受領書

・生活保護法給

住民に

渡す

Yes

No

手渡し・郵送

郵送

扶助不要

Yes

No

手渡し・郵送

郵送

手渡し・郵送

手渡しの際は、交

付処理簿に記名し

てもらう。

記名済

記名済

生活保護システム 生活保護システム

throw 4

throw 3

throw 5
Yes

No

福祉事務所において、明らかに医療の必要が認

められ、活用すべき他法他施策がない場合

本人支払額・

他法情報の登録

診療依頼書作成

給付券作成

給付券

廃止・停止

必要に応じ、「保護開始の要否判定及び処分」「保護

変更」「保護停止・廃止」フローに進む。
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自治体 職員

業務分類 医療扶助

住民

業務区分 生活保護
業務フロー 医療券・ 調剤券の交付

No

訪問看護の場合
業者払

Yes

catch 4

catch 3

医療レセプト審査・支払

• 訪問看護に係る基本利用料以外の利用料は業者払。

• 訪問看護に係る基本利用料は医療レセプト審査・支払。

訪問看護に係る基本利用

料以外の利用料があるか

Yes

No
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自治体 職員

住民

業務区分 生活保護
業務フロー 治療材料券の交付

業務分類 医療扶助

生活保護システム

throw 1

対象医療機関

の指定の確認

・保護変更申請書

(傷病届）様式第12号

・保護変更申請書

(傷病届）様式第12号

手交・送付 受領

・保護変更申請書

(傷病届）様式第12号

生活保護システム

保護変更申請書

（傷病届）の作成
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自治体 職員

住民

業務区分 生活保護
業務分類 医療扶助

業務フロー 治療材料券の交付

throw 2

生活保護システム

・給付要否意見書

（所要経費概算見積書）

医
療
機
関

・給付要否意見書

（所要経費概算見積書）

・給付要否意見書

（所要経費概算見積書）

・給付要否意見書

（所要経費概算見積書）

取
扱
業
者

・給付要否意見書

（所要経費概算見積書）

医療機関

医療機関 取扱業者

生活保護システム

・給付要否意見書

（所要経費概算見積書）

取扱業者

住民に

渡す

・給付要否意見書

（所要経費概算見積書）

・給付要否意見書

（所要経費概算見積書）

・給付要否意見書

（所要経費概算見積書）

要否意見書作成
要否意見書

回答登録

catch 1

Yes

No
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職員自治体

生活保護
業務フロー

住民

治療材料券の交付
業務分類 医療扶助
業務区分

catch 2

生活保護システム

・治療材料券・治療材

料費請求明細書

・治療材料受領書

等

・治療材料受領書

扶助

不要

Yes

No

手渡し・郵送

住民に

渡す

Yes

No

取
扱
業
者

治療材料の受領手渡し・郵送

郵送郵送

・治療材料券・治療材料費請求明細書

・治療材料受領書・治療材料券・治療材

料費請求明細書

・治療材料受領書

等

・治療材料券・治療材料費請求明細書

郵送

手渡しの際は、交付

処理簿に記名しても

らう。

生活保護システム

業者払
本人支払額

の登録
給付券作成

必要に応じ、「保護開始の要否判定及び処分」「保護

変更」「保護停止・廃止」フローに進む。

・治療材料券・治療材

料費請求明細書

・治療材料受領書

等
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業務区分 生活保護
業務フロー 施術券の交付

業務分類 医療扶助

住民

自治体 職員

対象施術機関等

の確認

生活保護システム

要否意見書作成

生活保護システム

・給付要否意見書（あん摩・マッサー

ジ、はり・きゅう）

・給付要否意見書（柔道整復）

・生活保護法給付券要否意見書受領

書

等

・保護変更申請書

(傷病届）様式第12号

・保護変更申請書

(傷病届）様式第12号

手交・送付 受領保護変更申請書

(傷病届）の作成

・保護変更申請書

(傷病届）様式第12号

throw 1

生活保護システム
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業務区分 生活保護
業務分類 医療扶助

業務フロー 施術券の交付

住民

自治体 職員

施
術
機
関

・給付要否意見書（あん摩・マッサージ、

はり・きゅう）

・給付要否意見書（柔道整復）

・生活保護法給付券要否意見書受領書

・給付要否意見書（あん摩・マッサージ、

はり・きゅう）

・給付要否意見書（柔道整復）

・生活保護法給付券要否意見書受領書

医
療
機
関

・給付要否意見書（あん摩・マッサージ、

はり・きゅう）

・給付要否意見書（柔道整復）

・生活保護法給付券要否意見書受領書

医療機関

施術機関

記載済

医療機

要否意見書

回答登録

生活保護システム

施術機関

住民に

渡す

・給付要否意見書

（あん摩・マッサージ、はり・きゅう）

・給付要否意見書（柔道整復）

・生活保護法給付券要否意見書受領書

本人支払額

の登録

生活保護システム

catch 1 throw 2

柔道整復師が打撲又は捻挫の患部

に手当をする場合及び脱臼又は骨

折の患部に応急手当をする場合は

医師の同意が不要であるため、医

療機関の記入は不要。

Yes

No

・給付要否意見書（あん摩・マッサージ、は

り・きゅう）

・給付要否意見書（柔道整復）

・生活保護法給付券要否意見書受領書

等

・給付要否意見書（あん摩・マッサージ、はり・きゅう）

・給付要否意見書（柔道整復）

・生活保護法給付券要否意見書受領書

等

・給付要否意見書（あん摩・マッサージ、

はり・きゅう）

・給付要否意見書（柔道整復）

・生活保護法給付券要否意見書受領書
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施術券の交付
業務分類 医療扶助
業務区分 生活保護

業務フロー

住民

職員自治体

給付券作成

生活保護システム

・施術券（あん摩・マッサー

ジ）

・施術券及び施術報酬請求

明細書（柔道整復）

・施術券及び施術報酬請求

明細書（はり・きゅう）

・生活保護法給付券受領書

等

・施術券（あん摩・マッサー

ジ）

・施術券及び施術報酬請求

明細書（柔道整復）

・施術券及び施術報酬請求

明細書（はり・きゅう）

・生活保護法給付券受領書

等

扶助

不要

Yes

No

手渡し・郵送

住民に

渡す

Yes

No

施
術
機
関

施術を受ける手渡し・郵送

郵送
郵送

・生活保護

法給付券

受領書

郵送

給付券

廃止・停止

生活保護システム

手渡しの際は、交

付処理簿に記名

してもらう。

業者払

catch 2

・生活保護

法給付券

受領書

・施術券（あん

摩・マッサージ）

・施術券及び施

術報酬請求明細

書（柔道整復）

・施術券及び施

術報酬請求明細

書（はり・きゅう）

・施術券（あん摩・

マッサージ）

・施術券及び施術

報酬請求明細書

（柔道整復）

・施術券及び施術

報酬請求明細書

（はり・きゅう）

・施術券（あん摩・マッサー

ジ）

・施術券及び施術報酬請求

明細書（柔道整復）

・施術券及び施術報酬請求

明細書（はり・きゅう）

・生活保護法給付券受領書

等
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業務分類 医療扶助
業務区分 生活保護

業務フロー 移送の給付申請

住民

自治体 職員

開始

給付要否意見書

の作成

生活保護システム

・給付要否意見書

（所要経費概算見積書）

throw 1

給付要否意見書

の送付

給付要否意見書の作成は必要か

throw 2

Yes

No

・保護変更申請書

（傷病届）

様式第12号

・保護変更申請書

（傷病届）

様式第12号

依頼書送付 受領

生活保護システム

・保護変更申請書

（傷病届）

様式第12号

保護変更申請書

（傷病届）の作成
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業務フロー 移送の給付申請
業務分類 医療扶助
業務区分 生活保護

住民

自治体 職員

給付要否意見書

の嘱託医審査

・給付要否意見書

（所要経費概算見積書）

catch 1

給付要否意見書

の受付

随時支給

必要に応じて健診命令を行う。

catch 2

医
療
機
関

・給付要否意見書

（所要経費概算見積書）
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業務区分 生活保護
業務フロー 病状調査及び指導

業務分類 医療扶助

自治体 職員

住民

訪問調査票

発行対象者の

抽出

生活保護システム

訪問調査依頼書

の作成

生活保護システム

訪問調査依頼書

の送付

・入院・主治医訪問調査依頼書

の発行伺い

・入院・主治訪問調査依頼書

医
療
機
関

・入院・主治医

訪問調査依頼書

訪問調査票

の作成

生活保護システム

・主治医訪問調査票

医療機関等の

訪問調査

・主治医の意見、訪問結果等から医療扶助の継続について

疑義があると認められる場合その他特に必要があると認め

られる場合は、その取扱いにつき、個別に検討を行う。

・検討の結果、医療扶助の継続につき疑義があると認めら

れたものについては、必要に応じ都道府県知事又は指定都

市若しくは中核市の市長に技術的助言を求めた上、生活保

護法第27条第1項に基づく指導若しくは指示を行い、または

同法第28条の規定による検診命令を行う。
定期調査及び指導。
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生活保護業務区分
業務フロー 病状調査及び指導

業務分類 医療扶助

自治体 職員

住民

長期入院患者

・長期外来患者

の抽出

生活保護システム

長期入院患者

の登録

生活保護システム

処遇方針の

確認・検討

・長期外来は受療期間が1年を経過した後、直近の訪問を

行った時点で処遇方針の決定を行う。

診療報酬明細

の登録

生活保護システム

長期入院患者か

No

Yes

実地検討

実地検討が必要か

No

Yes

長期入院患者・長期外来患者

の実態把握。

・主治医等との連絡だけでなく、

地区担当員による実態把握も

含む。

throw 1

throw 2

長期入院患者

調査票の作成

生活保護システム

・入院訪問調査票

書面検討

要否意見書(記入済)及び診療報酬明

細書等に基づき検討する。

throw 3
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業務区分 生活保護
業務フロー 病状調査及び指導

業務分類 医療扶助

自治体

住民

職員
指導・措置

catch 2

catch 1

長期外来患者指

導台帳の作成

生活保護システム

・長期外来患者

指導台帳

例外的給付

対象者台帳の作

成

生活保護システム

・例外的給付

対象者台帳

診療報酬請求書

の作成

生活保護システム

・長期入院患者に係る

診療報酬請求書

医
療
機
関

送付 受領

・長期入院患者

に係る診療報酬

請求書

・長期入院患者

に係る診療報酬

請求書（記入済）

catch 3
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業務分類 医療扶助
業務区分 生活保護

業務フロー 病状調査及び指導

住民

自治体 職員

レセプトデータ

の登録

生活保護システム

医療費集計表等

の作成

生活保護システム

・医療費集計表

等

レセプト管理システム

生活保護システム

レセプトデータ

の読込

頻回受診者に対する適正受

診指導。

頻回受診者指導

台帳の作成

事前嘱託医協議 主治医訪問

生活保護システム

指導・措置

・頻回受診者指導台帳

嘱託医協議
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業務分類 医療扶助
業務フロー 病状調査及び指導

業務区分 生活保護

住民

自治体 職員

レセプト管理システム

生活保護システム

ジェネリック通知

書データの読込

医療費通知書等

の作成

生活保護システム

・医療費通知書

・ジェネリック通知書

医療サービス

利用の見直し

訪問指導。

向精神薬の重複処方の適正

化。

レセプト管理システム

生活保護システム

レセプトデータ

の読込

嘱託医協議
主治医等への

確認

精神通院医療において

向精神薬の処方があるか

精神通院医療の支給認定を受けている場合は、自立支援医療担当部局に対し、

当月分の精神通院医療において向精神薬が処方されていないか照会を行う。

No

Yes
精神通院医療

の支給認定

有無確認
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住民

自治体 職員

業務分類 医療扶助
業務区分 生活保護

業務フロー 指定医療機関等の指定

生活保護システム

・指定業務通知書

生活保護システム

地
方
厚
生
局

変更登録の場合、告示対象外の届

出事項については不要。

throw 1

指定の申請。

新規・廃止・変更

登録

申請書の受領 告示指定業務通知書

の作成

医
療
機
関
等

施
術
機
関
等

※保険医療機関に係る届出

と合わせて届出を行う場合。

（予定）
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住民

自治体 職員

業務フロー 指定医療機関等の指定
業務分類 医療扶助
業務区分 生活保護

医
療
機
関
等

施
術
機
関
等

・指定業務通知書

通知書を送付する場合

Yes

No

catch 1

指定業務通知書

の送付

49 / 85



業務分類 医療扶助
業務区分 生活保護

業務フロー 医療レセプト 審査・ 支払

住民

自治体 職員

生活保護システム 生活保護システム 生活保護システム

throw 1

レセプト管理システム レセプト管理システム

生活保護システム

レセプト管理

システム取込用

データ作成

レセプト管理

システムで突合

した結果の取込

突合結果の

確認・修正

診療報酬請求

内訳書の作成

支
払
基
金

・請求データ

請求受付 支払
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業務フロー 医療レセプト 審査・ 支払
業務分類 医療扶助
業務区分 生活保護

住民

自治体 職員

catch 1

過誤調整が必要か

No

Yes

支
払
基
金

返還額について翌月以降の支払うべき診療報酬金額から控

除するように支払基金と調整すること。その場合、都道府県

知事の決定手続きを行うこと。

請求額調整 精算

過誤調整依頼
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業務分類 介護扶助
業務区分 生活保護

業務フロー 介護券の交付（ 介護保険制度適用）

住民

自治体 職員 申請の受理 介護要件の

登録

生活保護システム

throw 1

連絡票の作成

生活保護システム

・被保護者情報連絡票

（保険者用）

・介護扶助受給者情報連絡票

（保険者用）

・被保護者異動連絡票

（国保連用）

・被保護者異動訂正連絡票

（国保連用）

・適用除外施設入所者情報

・居宅介護支援計画等写し

介
護
機
関

・保護申請書

・居宅介護支援計画等の写し

・サービス利用票

居宅介護支援計画等の写しは毎月提出。

• 要保護者が提出することが原則であるが、

本人の同意を得ている場合、直接指定居

宅介護支援事業者等から交付を求める。

• 居宅介護支援計画等の写しは毎月提出。

• 「他法他施策活用の検討」、「支払限度確の確

認」、「本人支払額の登録」等を含む。

• 必要に応じ、「保護開始の要否判定及び処

分」「保護変更」「保護停止・廃止」フローに進

む。

介護機関から居宅介護支

援計画等の写しを受け取る

Yes

No

・被保護者異動連絡

票（指定居宅介護支

援事業者用）

居宅介護

支援事業者向け

連絡票の作成

生活保護システム

・被保護者異動連絡票

（指定居宅介護支援事

業者用）

居宅介護

支援事業者向け

連絡票の送付
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業務フロー 介護券の交付（ 介護保険制度適用）
業務分類 介護扶助
業務区分 生活保護

住民

自治体 職員

catch 1

介護券の作成

生活保護システム

国保連向け連絡

票の送付

介護券の送付

国
保
連

・生活保護法介護券

・介護券連名簿(連名介護券）

・生活保護法介護券送付書

・介護券受領書

介
護
機
関

・生活保護法介護券

・介護券連名簿(連名介護券）

・生活保護法介護券送付書

・介護券受領書・被保護者異動訂正連絡票（国保連用）

保険者向け連絡

票の送付

保
険
者

・被保護者情報連絡票（保険者用）

・介護扶助受給者情報連絡票（保険者用）

・適用除外施設入所者情報連絡票
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住民

自治体 職員

業務区分 生活保護
業務フロー 介護券の交付（ 介護保険制度適用外）

業務分類 介護扶助

申請の受理 調査依頼書の

作成

生活保護システム

throw 1

・保護申請書

・要介護認定調査依頼書

認
定
調
査

機
関

検診命令

介
護
保
険

担
当
課

認定調査を

市町村にて行うか

Yes

No

調査結果の受理

・要介護認定調査依頼書 ・要介護認定調査依頼書 ・要介護認定調査依頼書

54 / 85



業務区分 生活保護
介護券の交付（ 介護保険制度適用外）

業務分類 介護扶助

住民

自治体 職員

業務フロー

catch 1

認定審査依頼書

の作成

生活保護システム

・要介護認定審査・判定依頼書

・介護認定審査会結果回答書

介
護
保
険

担
当
課
・

所
管
区
域
内

の
町
村
長

・要介護認定審査・

判定依頼書

・介護認定審査会結

果回答書

審査結果の受理 審査結果の登録

生活保護システム

居宅介護

支援計画等に係

る介護券の作成

生活保護システム

介護券の送付

・生活保護法介護券

・介護券連名簿(連名介護券）

・生活保護法介護券送付書

・介護券受領書

・被保護者異動連絡票（指定居

介
護
機
関

・生活保護法介護券

・介護券連名簿(連名介護券）

・生活保護法介護券送付書

・介護券受領書

・被保護者異動連絡票（指定居

宅介護支援事業者用）

throw 2

• 要保護者が選択した指定居宅介

護支援事業者等に介護券を発行し、

居宅介護支援計画等の作成を委

託。

・居宅介護支援

計画等の写し

・介護認定審査会結果回答書

• 市町村福祉事務所においては、その設置する介護認定審査会に、

介護扶助の実施のための要介護状態等の審査判定を依頼。

• 郡部福祉事務所においては、介護扶助の実施のための要介護状態

等の審査判定について、その所管区域内の町村長（要介護認定等

業務を行う広域連合の長又は一部事務組合の管理者を含む）と委

託契約を締結する。

• 要保護者が提出することが原則であるが、

本人の同意を得ている場合、直接指定居

宅介護支援事業者等から交付を求める。
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業務分類 介護扶助
業務区分 生活保護

業務フロー 介護券の交付（ 介護保険制度適用外）

住民

自治体 職員 居宅介護支援計

画等の受理

介護要件の登録

生活保護システム

throw 3

連絡票の作成

生活保護システム

・被保護者情報連絡票（保険者用）

・介護扶助受給者情報連絡票（保険者用）

・被保護者異動連絡票（国保連用）

・被保護者異動訂正連絡票（国保連用）

・適用除外施設入所者情報連絡票

・居宅介護支援計画等写し

介
護
機
関

・居宅介護支援計画等の写し

・サービス利用票

居宅介護支援計画等の写しは毎月提出。

• 「他法他施策活用の検討」、「支払限度確の確

認」、「本人支払額の登録・変更」等を含む。

• 必要に応じ、「保護開始の要否判定及び処分」

「保護変更」「保護停止・廃止」フローに進む。

介護機関から居宅介護支

援計画等の写しを受け取る

Yes

No

居宅介護支援計画等の写しは毎月提出。

catch 2
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業務フロー 介護券の交付（ 介護保険制度適用外）
業務分類 介護扶助
業務区分 生活保護

住民

自治体 職員

catch 3

介護券の作成

生活保護システム

被保護者異動連

絡票の送付

介護券の送付

国
保
連

・生活保護法介護券

・介護券連名簿(連名介護券）

・生活保護法介護券送付書

・介護券受領書

介
護
機
関

・生活保護法介護券

・介護券連名簿(連名介護券）

・生活保護法介護券送付書

・介護券受領書
・被保護者異動連絡票（国保連用）

・被保護者異動訂正連絡票（国保連用）

被保護者情報連

絡票の送付

保
険
者

・被保護者情報連絡票（保険者用）

・介護扶助受給者情報連絡票（保険者用）

・適用除外施設入所者情報連絡票
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住民

自治体 職員

業務分類 介護扶助
業務区分 生活保護

業務フロー 福祉用具等、 住宅改修等の給付申請

領収書（福祉用具等）を使用するか

申請の受付

throw 1

指
定
特
定
福

祉
用
具
販
売

事
業
者

又
は

指
定
特
定
介

護
予
防
販
売

事
業
者

又
は

居
宅
介
護

住
宅
改
修

事
業
者

ま
た
は

指
定
事
業
者

以
外

又
は

移
送
事
業
者

領収書（福祉用具

等）の登録

生活保護システム

領収書（福祉用具

等）の送付

No

Yes

領収書（福祉用具

等）の作成

生活保護システム

・領収書

（福祉用具等）

・領収書

（福祉用具

等）

住宅改修等、介護予防、

生活支給サービス、移送

に係る請求の場合もある。

・領収書

（福祉用具等）

・領収書

（福祉用具等）

福祉用具等、住宅改修等、介護予防、生活支

給サービス、移送に係る申請。
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住民

自治体 職員

業務フロー 福祉用具等、 住宅改修等の給付申請
業務分類 介護扶助
業務区分 生活保護

catch 1

請求書の受付

随時支給

代理納付

福祉用具等、住宅改修等の給付申請の場合。

介護予防、生活支給サービスの給付申請の場合。

業者払

移送の給付申請、福祉用具券利用の場合。

・福祉用具等・住宅改修等の現金給付については、概算払い

を行ったのちに清算を行っており、精算時により返戻を求める

金額は返還金として処理する。

また住宅改修については、住宅改修の給付を行った後、介護

保険側で償還払いによる保険給付があった場合には、これを
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住民

自治体 職員

業務分類 介護扶助
業務区分 生活保護

業務フロー 介護扶助指定介護機関の指定

介
護
保
険
担

当
部
局

受付 新規・廃止・変更

登録

生活保護システム

指定業務通知書

の作成

生活保護システム

・指定業務通知書

throw 1

介
護
業
者

みなし指定分情報提供。

指定の申請。
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住民

自治体 職員

業務フロー 介護扶助指定介護機関の指定
業務分類 介護扶助
業務区分 生活保護

告示

介
護
業
者

・指定業務通知書

通知

国
保
連

都
道
府
県

介
護
保
険
担

当
部
局

都道府県知事がみなし指定介護機関の指定をする場合は、

介護保険担当部局を通じ、国保連へ通知する。

指定都市又は中核市が指定介護機関の指定を行った場合

は、当該介護機関を所管する都道府県の生活保護担当部

局へ通知すること。

catch 1

変更登録の場合、告示対象外の届出事

項については不要。

Yes

No

指定業務通知書

の送付

告示対象の届け出事項か
Yes

No

通知書を送付する場合
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住民

自治体 職員

業務分類 介護扶助
業務区分 生活保護

業務フロー 介護レセプト 審査・ 支払

生活保護システム

国
保
連

・請求データ

生活保護システム

throw 1

生活保護システム生活保護システム

介護レセプト

データ取込
請求受付

介護資格

審査突合

突合結果の

確認・修正

介護資格

審査突合結果

一覧表の作成

・介護給付費公費受給

者別一覧表

概算払を行うか

No

Yes

支払
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住民

自治体 職員

業務フロー 介護レセプト 審査・ 支払
業務分類 介護扶助
業務区分 生活保護

過誤調整が必要か

No

Yes

介
護
保
険
担

当
部
局

国
保
連

catch 1

返還額について翌月以降の支払うべき診療報酬金額から控

除するように国保連と調整すること。その場合、都道府県知

事の決定手続きを行うこと。

支払

過誤調整依頼

概算払を行っている場合は精算。

40歳以上65歳未満の介護保険の被保

険者に該当する被保護者か

Yes

No
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自治体 職員

住民

業務区分 生活保護
業務フロー 定例支給（ 追加支給を含む）

業務分類 経理

支給予定額

の確認

生活保護システム

Yes

No

点検結果に問題があるか
保護変更

throw 1

生活保護システム

保護停止・廃止

保護開始の要否判定

及び処分

保護変更

就労自立給付金

進学準備給付金

支給内容の点検

締め処理

支払方法・支払

予定日の修正

生活保護システム

支払方法・支払予定

日に修正があるか

Yes

No
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自治体 職員

住民

業務区分 生活保護
業務分類 経理

業務フロー 定例支給（ 追加支給を含む）

・生活保護費支給通知書

・保護金品支給台帳

・金種表

・明細型金種表

・窓口受領明細書

窓口支給準備

catch 1

保護費の支給

・生活保護費支給通知書

・窓口受領明細書

生活保護システム

現金書留

支給準備

口座振込用

データの作成

生活保護システム

押印もしくは

署名済窓口受領

明細書の受付

・窓口受領明細書（押印もしくは署名済）

各種明細書類の

作成

生活保護システム

受領消込

窓口支給の場合。
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職員自治体

生活保護
業務フロー

住民

定例支給（ 追加支給を含む）
業務分類 経理
業務区分

組戻の登録

生活保護システム

金
融
機
関

組戻依頼

口座振込の支給停止依頼をする場合。
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業務分類 経理
業務区分 生活保護

業務フロー 随時支給

住民

自治体 職員

支給予定額

の確認

生活保護システム

Yes

No

点検結果に問題があるか
保護変更

throw 1

生活保護システム

保護停止・廃止

保護開始の要否判定

及び処分

保護変更

就労自立給付金

進学準備給付金

支給内容の点検

締め処理

支払方法・支払

予定日の修正

生活保護システム

支払方法・支払予定

日に修正があるか

Yes

No
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業務フロー 随時支給
業務分類 経理
業務区分 生活保護

住民

自治体 職員

・生活保護費支給通知書

・保護金品支給台帳

・金種表

・明細型金種表

・窓口受領明細書

窓口支給準備

catch 1

保護費の支給

・生活保護費支給通知書

・窓口受領明細書

生活保護システム

押印済

窓口受領明細書

の受付

・窓口受領明細書（押印済）

各種明細書類の

作成

生活保護システム

受領消込

現金書留

支給準備

随時支給において、口座振替を行う場合は、定例

支給側のフローに沿って処理を実施。
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代理納付
業務分類 経理

住民

自治体 職員

業務区分 生活保護
業務フロー

生活保護システム

定例支給は別に

締処理を実施

Yes

No

・支払明細書

生活保護システム

締処理

支払 支払消込

代
理
納
付
先

代理納付先の

登録

生活保護システム
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保護施設払
業務分類 経理

住民

自治体 職員

業務区分 生活保護
業務フロー

・請求書

保
護
施
設 生活保護システム 生活保護システム

締処理 支払対象者の確認、

支払方法の設定

請求書の受領

・支払明細

定例支給

支払消込

Yes

No

生活保護システム

概算払いの実施

保
護
施
設

70 / 85



業者払
業務分類 経理

住民

自治体 職員

業務区分 生活保護
業務フロー

請求書の受領

業
者

・請求書

支払支払方法の

設定

生活保護システム

定例支給とは別

に締処理を実施

Yes

No

締処理

生活保護システム

請求情報の

登録

・支払明細

生活保護システム

業
者
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戻入
業務分類 経理

住民

自治体 職員

業務区分 生活保護
業務フロー

未返納者の把握・

未返納データ登録

・納入通知書(納付書)

納入通知書の

作成

・納入通知書(納付書)

・納付済通知書

戻入金納付登録

生活保護システム生活保護システム 生活保護システム

金
融
機
関
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業務フロー 経理状況報告
業務分類 経理

自治体 職員

住民

業務区分 生活保護

生活保護システム 生活保護システム 生活保護システム

・経理状況報告書

厚
生
労
働
省
・

都
道
府
県

・経理状況報告書

（厚生労働省・都道

府県報告様式）

報告様式への

転記・送付

集計結果資料の

作成

集計結果修正月別集計
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自治体 職員

住民

業務区分 生活保護
業務フロー 返還金・ 債権登録

業務分類 返還金・ 債権管理

・収入の申告漏れ

・不正受給

・交通事故（第三者行為求償）

事実把握 返還・徴収に向

けた準備・調査
ケース診断会議 債務者登録

生活保護システム

throw 1
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自治体 職員

住民

業務区分 生活保護
業務分類 返還金・ 債権管理

業務フロー 返還金・ 債権登録

catch 1

生活保護システム

決裁

生活保護システム

債権登録 返還金・徴収金

決定通知書の作成

throw 2

生活保護システム 生活保護システム

・63条返還金決定調書

・77条徴収金決定調書

・77条の2徴収金決定調書

・78条徴収金決定調書

返還金・徴収金

関連調書の作成

・63条返還金決定通知書

・77条徴収金決定通知書

・77条の2徴収金決定通知書

・78条徴収金決定通知書

・63条返還金決定通知書

・77条徴収金決定通知書

・77条の2徴収金決定通知書

・78条徴収金決定通知書

生活保護システム

調定登録

・調定書（生活保護費

返還等）
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職員自治体

生活保護
業務フロー

住民

返還金・ 債権登録
業務分類 返還金・ 債権管理
業務区分

・63条返還金納入通知書（納付書）

・77条徴収金納入通知書（納付書）

・77条の2徴収金納入通知書（納付書）

・78条徴収金納入通知書（納付書）

・63条返還金納入通知書（納付書）

・77条徴収金納入通知書（納付書）

・77条の2徴収金納入通知書（納付書）

・78条徴収金納入通知書（納付書）

catch 2

納入通知

関連書類の作成

生活保護システム
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業務区分 生活保護
業務フロー 返還方法の変更

業務分類 返還金・ 債権管理

住民

自治体 職員

分納相談。

預貯金等調査

分割等協議

生活保護システム

受領

throw 1

分割納付関連の

帳票作成

生活保護システム

・履行延期申請書

・分割納付誓約書

・保護金品等を徴収金の

納入に充てる旨の申出書

・履行延期申請書

・分割納付誓約書

・保護金品等を徴収金

の納入に充てる旨の申出書

・履行延期申請書

・分割納付誓約書

・保護金品等を徴収金の

納入に充てる旨の申出書

納付計画仮登録
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生活保護業務区分
業務分類 返還金・ 債権管理

業務フロー 返還方法の変更

住民

自治体 職員

catch 1

納付計画本登録

生活保護システム

・履行延期（分割延納）承認通知書

・分割納付承認通知書

分割納付関連の

通知書作成

・履行延期（分割延納）承認通知書

・分割納付承認通知書

生活保護システム

決裁
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業務分類 返還金・ 債権管理
業務区分 生活保護

業務フロー 返還方法の変更

住民

自治体 職員

離婚等。

事象把握

生活保護システム

債権分割債務者登録

生活保護システム
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業務区分 生活保護
業務フロー 返還方法の変更

業務分類 返還金・ 債権管理

住民

自治体 職員

裁判等

減額調定登録

生活保護システム

・返還金等

決定調書

決裁

生活保護システム

・納入通知書（納付書）

決裁後

減額調定登録

生活保護システム

調定手続き

・納入通知書（納付書）

決定調書の作成

生活保護システム

納入通知書

の作成

生活保護システム

・調定書

（生活保護費

返還金等）
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収納
業務分類 経理

住民

自治体 職員

業務区分 生活保護
業務フロー

・納付済通知書

生活保護システム

返還金・

債権登録

収納消込納付済通知書

の受領返還方法の

変更

金
融
機
関
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督促・ 催告
業務分類 返還金・ 債権管理

住民

自治体 職員

業務区分 生活保護
業務フロー

生活保護システム

・返還金督促状

・返還金督促状

生活保護システム

・返還金催告書

・返還金催告書

生活保護システム 生活保護システム

納付期限

までの支払

Yes

No

分納を実施

分納

Yes

No
督促状の送付

督促状作成

対象書の確認
督促状の作成

催告書作成

対象書の確認
催告書の作成 催告書の送付
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不納欠損

自治体

業務区分 生活保護
業務フロー

業務分類 医療扶助

住民

職員
不納欠損

対象者の抽出
不納欠損処理 不納欠損手続

生活保護システム 生活保護システム
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過年度戻入振替・ 繰越調定
業務分類 返還金・ 債権管理

住民

自治体 職員

業務区分 生活保護
業務フロー

繰越調定

対象者の確認

（前年度未納返還金）

過年度繰越調定
繰越調定

対象者の確認

（前年度未納戻入金）

過年度繰越調定過年度戻入振替

4月 6月（出納閉鎖後）

生活保護システム 生活保護システム 生活保護システム
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厚生労働省への報告
業務分類 統計

住民

自治体 職員

業務区分 生活保護
業務フロー

被保護者調査用

データチェック

生活保護システム

エラーデータ

修正

生活保護システム

被保護者調査用

データ作成

生活保護システム

・基礎調査票

・個別調査票

・月別調査票

生活保護

業務データシステ

ムへの登録

生活保護業務データシステム

「被保護者調査用データチェック」と

「エラーデータ修正」は繰り返される。

「エラーデータ修正」は画面上でエラーリストを参照して行う、もしくは

EUC機能で出力したエラーリストを参照して行う。
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